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(57)【要約】
【課題】超音波を照射して血管を流れる血液中の微小栓
子や気泡などの異物粒子を検出するための異物粒子検出
装置において、異物粒子の種類を判別する機能を提供す
る。
【解決手段】血管に超音波を照射する超音波照射部２と
、血管中を流れる血液中の散乱体によって反射された超
音波を検出する超音波受信部２と、超音波受信部によっ
て検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強
度を求めて出力するドプラ信号処理部４と、ドプラ信号
処理部の出力信号から血液中の異物粒子を検出する異物
粒子検出部５とを有する。異物粒子検出部は、ドプラ信
号処理部の出力信号から血液の速度を求める手順と、ド
プラ信号処理部の出力信号から血液中の異物粒子の存在
を示す異物信号を検出する手順と、異物信号から異物粒
子の速度を求める手順と、血液の速度に対する異物粒子
の速度の割合としての正規化速度から異物粒子の種類を
判別する手順とを実行する。
【選択図】図１



(2) JP 2017-169680 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管（１３，１４）に超音波を照射する超音波照射部（２）と、
　前記血管（１３，１４）中を流れる血液中の散乱体によって反射された超音波を検出す
る超音波受信部（２）と、
　前記超音波受信部（２）によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強
度を求めて出力するドプラ信号処理部（４）と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子を検出する異物粒子検出
部とを有し、
　前記異物粒子検出部（５）は、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液の速度を求める手順と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を
検出する手順と、
　前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、
　前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合としての正規化速度から前記異物粒
子の種類を判別する手順とを実行するものである異物粒子検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した異物粒子検出装置であって、
　前記異物粒子検出部（５）の前記異物粒子の種類を判別する手順は、前記正規化速度が
所定の第１基準値以上の異物粒子を気泡であると判別し、前記正規化速度が所定の第２基
準値未満の異物粒子を固形物粒子であると判別するものである異物粒子検出装置。
【請求項３】
　血管（１３，１４）に超音波を照射する超音波照射部（２）と、
　前記血管（１３，１４）中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波検
出部（２）と、
　前記超音波検出部（２）によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強
度を求めて出力するドプラ信号処理部（４）とを有する異物粒子検出装置における異物粒
子判別方法であって、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液の速度を求める手順と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を
検出する手順と、
　前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、
　前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合としての正規化速度から前記異物粒
子の種類を判別する手順と有する異物粒子検出装置における異物粒子判別方法。
【請求項４】
　請求項３に記載した異物粒子検出装置における異物粒子判別方法であって、
　前記異物粒子の種類を判別する手順は、前記正規化速度が所定の第１基準値以上の異物
粒子を気泡であると判別し、前記正規化速度が所定の第２基準値以下の異物粒子を固形物
粒子であると判別するものである異物粒子検出装置における異物粒子判別方法。
【請求項５】
　血管（１３，１４）に超音波を照射する超音波照射部（２）と、
　前記血管（１３，１４）中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波検
出部（２）と、
　前記超音波検出部（２）によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強
度を求めて出力するドプラ信号処理部（４）と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子を検出する異物粒子検出
部とを有し、
　前記異物粒子検出部（５）は、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液の速度を求める手順と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を
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検出する手順と、
　前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、
　前記異物信号の強度を求める手順と、
　前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合としての正規化速度と、前記異物信
号の強度とから前記異物粒子の種類を判別する手順とを実行するものである異物粒子検出
装置。
【請求項６】
　請求項５に記載した異物粒子検出装置であって、
　前記異物粒子検出部（５）の前記異物粒子の種類を判別する手順は、前記正規化速度が
所定の第３基準値以上であるか否か、および、前記異物信号の強度が所定の第４基準値以
上であるか否かにより、前記異物粒子を４種類の領域の粒子に分類するものである異物粒
子検出装置。
【請求項７】
　血管（１３，１４）に超音波を照射する超音波照射部（２）と、
　前記血管（１３，１４）中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波検
出部（２）と、
　前記超音波検出部（２）によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強
度を求めて出力するドプラ信号処理部（４）とを有する異物粒子検出装置における異物粒
子判別方法であって、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液の速度を求める手順と、
　前記ドプラ信号処理部（４）の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を
検出する手順と、
　前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、
　前記異物信号の強度を求める手順と、
　前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合としての正規化速度と、前記異物信
号の強度とから前記異物粒子の種類を判別する手順と有する異物粒子検出装置における異
物粒子判別方法。
【請求項８】
　請求項７に記載した異物粒子検出装置における異物粒子判別方法であって、
　前記異物粒子の種類を判別する手順は、前記正規化速度が所定の第３基準値以上である
か否か、および、前記異物信号の強度が所定の第４基準値以上であるか否かにより、前記
異物粒子を４種類の領域の粒子に分類するものである異物粒子検出装置における異物粒子
判別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、生体に対して超音波を照射して、血管中の血流の監視や血液とともに流れ
て移動する微小栓子や気泡などの異物粒子を検出するための異物粒子検出装置に関し、さ
らに詳しくは、異物粒子の種類を判別する機能を備えた異物粒子検出装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　生体に対して超音波を照射して、血管中の血流の監視を行ったり、血管内に発生した血
栓や血管外の血腫の溶解を促進させる装置は既に提案されている。このような装置として
は、例えば、下記の特許文献１，２に記載されたような装置がある。特許文献１には、頭
部の外側から超音波を照射して血管中の血流の監視を行うとともに、脳動脈の血栓溶解を
促進する治療用の超音波を照射することのできる超音波装置が記載されている。
【０００３】
　特許文献１の超音波装置は、治療用の超音波として、血流監視用の超音波と同じ周波数
帯域の超音波を使用するものである。この超音波装置は、骨の厚みを計測したり、骨に対
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する超音波の透過率を測定して、骨に対する透過率が極大値となるような最適な超音波周
波数を決定し、その周波数の超音波を照射するものである。
【０００４】
　また、特許文献２にも、頭部の外側から血流の監視用の超音波と治療用の超音波を照射
することのできる超音波装置が記載されている。特許文献２の超音波装置は、治療用の超
音波と血流監視用の超音波としてそれぞれ異なる周波数帯域の超音波を使用するものであ
る。治療用の超音波照射には同じ強度でも発熱の低い低周波数で共振しＱ値の高い振動子
を使用し、また診断用の超音波照射には分解能の優れる高周波数で共振する広帯域の振動
子を使用する。これら２種類の超音波振動子を積層配置して用い、音響窓の限定される頭
蓋の同一開口を介して２種類の超音波を照射するものである。
【０００５】
　上記のような超音波装置では血管中の血液に超音波が照射される。血液には血球および
血小板のような超音波の散乱体が含まれており、また、血液に混入している異物粒子も超
音波の散乱体となる。血管中を移動する血液にはこのような超音波の散乱体が含まれるの
で、それらの散乱体によって超音波が反射される。そして、その反射信号にはドプラ効果
による周波数偏移が生じるので、その周波数偏移を検出して散乱体の速度を求めることが
できる。
【０００６】
　このような超音波装置によって血管中の血流の監視を行い、血流中の栓子（塞栓症を引
き起こす血栓と組成が同様の粒子）等の異物粒子の存在を検出することも行われていた。
異物粒子としては、上記の栓子の他に気泡、石灰化物粒子、その他の固形物粒子などがあ
る。また、栓子の中でも粒径が微小のものは微小栓子と呼ばれ、脳梗塞等の血栓塞栓症の
発症リスクと血管中を流れる微小栓子の検出頻度との間には強い相関関係があることが知
られている。すなわち、血管中を血液とともに流れる微小栓子を検出することは、血栓塞
栓症の予防医療としても重要な意味がある。
【０００７】
　また、人工心肺装置の使用などの血液・血管に関連する医療行為などにより、血液中に
気泡が混入することがある。血液中の気泡に関しては、直径の比較的大きなものは塞栓症
を引き起こすことがあり、直径が微小の気泡でも大量に血液中に混入していると種々の障
害の原因となるという報告がある。このように、血液中の気泡に関しても、気泡の大きさ
や検出頻度などの情報は有用である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１５４２０５号公報
【特許文献２】特開２００５－１０３１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述のように、超音波装置により血流中の異物粒子の存在を検出することは、従来から
行われていた。超音波反射信号のドプラ効果による周波数偏移から散乱体の速度を求める
ことができるので、血球等の速度から血液の流速を求めることができる。また、異物粒子
に対する反射信号は、通常、ＨＩＴＳ（High Intensity Transient Signal：高強度過渡
信号）と呼ばれる種類の信号によって検出される。このＨＩＴＳは、血流による通常の反
射信号に比べて強度が大きく、持続時間が短い（３０～３００ミリ秒程度）ことによって
特徴付けられている。このＨＩＴＳは血液とともに流れる微小栓子や気泡によって発生す
ることが多い。
【００１０】
　このように、超音波反射信号からＨＩＴＳを検出することにより、血液中の異物粒子を
検出することができる。ただし、その異物粒子が微小栓子である場合と、異物粒子が気泡
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である場合では、その患者に対する医療処置や対応が異なるものとなる。しかしながら、
ＨＩＴＳの存在・検出頻度だけでは、異物粒子が気泡であるのか、それとも微小栓子等の
ような固形物粒子であるのか、もしくはその両方が混在しているのかは判別することがで
きなかった。
【００１１】
　そこで、本発明は、生体に対して超音波を照射して、血管中の血流の監視や血液ととも
に流れて移動する微小栓子や気泡などの異物粒子を検出するための異物粒子検出装置にお
いて、異物粒子の種類を判別する機能を備えた異物粒子検出装置を提供することを目的と
する。また、本発明は、異物粒子検出装置において、異物粒子の種類を判別するための異
物粒子判別方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の異物粒子検出装置は、血管に超音波を照射する超
音波照射部と、前記血管中を流れる血液中の散乱体によって反射された超音波を検出する
超音波受信部と、前記超音波受信部によって検出された信号を処理して、反射波の周波数
偏移と強度を求めて出力するドプラ信号処理部と、前記ドプラ信号処理部の出力信号から
血液中の異物粒子を検出する異物粒子検出部とを有する。前記異物粒子検出部は、前記ド
プラ信号処理部の出力信号から血液の速度を求める手順と、前記ドプラ信号処理部の出力
信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を検出する手順と、前記異物信号から異
物粒子の速度を求める手順と、前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合として
の正規化速度から前記異物粒子の種類を判別する手順とを実行するものである。
【００１３】
　また、上記の異物粒子検出装置において、前記異物粒子検出部の前記異物粒子の種類を
判別する手順は、前記正規化速度が所定の第１基準値以上の異物粒子を気泡であると判別
し、前記正規化速度が所定の第２基準値未満の異物粒子を固形物粒子であると判別するも
のであることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の異物粒子検出装置における異物粒子判別方法は、血管に超音波を照射す
る超音波照射部と、前記血管中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波
検出部と、前記超音波検出部によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と
強度を求めて出力するドプラ信号処理部とを有する異物粒子検出装置における異物粒子判
別方法であって、前記ドプラ信号処理部の出力信号から血液の速度を求める手順と、前記
ドプラ信号処理部の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を検出する手順
と、前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、前記血液の速度に対する前記異物
粒子の速度の割合としての正規化速度から前記異物粒子の種類を判別する手順と有するも
のである。
【００１５】
　また、上記の異物粒子検出装置における異物粒子判別方法において、前記異物粒子の種
類を判別する手順は、前記正規化速度が所定の第１基準値以上の異物粒子を気泡であると
判別し、前記正規化速度が所定の第２基準値以下の異物粒子を固形物粒子であると判別す
るものであることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の異物粒子検出装置は、血管に超音波を照射する超音波照射部と、前記血
管中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波検出部と、前記超音波検出
部によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と強度を求めて出力するドプ
ラ信号処理部と、前記ドプラ信号処理部の出力信号から血液中の異物粒子を検出する異物
粒子検出部とを有し、前記異物粒子検出部は、前記ドプラ信号処理部の出力信号から血液
の速度を求める手順と、前記ドプラ信号処理部の出力信号から血液中の異物粒子の存在を
示す異物信号を検出する手順と、前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、前記
異物信号の強度を求める手順と、前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合とし
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ての正規化速度と、前記異物信号の強度とから前記異物粒子の種類を判別する手順とを実
行するものである。
【００１７】
　また、上記の異物粒子検出装置において、前記異物粒子検出部の前記異物粒子の種類を
判別する手順は、前記正規化速度が所定の第３基準値以上であるか否か、および、前記異
物信号の強度が所定の第４基準値以上であるか否かにより、前記異物粒子を４種類の領域
の粒子に分類するものであることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明の異物粒子検出装置における異物粒子判別方法は、血管に超音波を照射す
る超音波照射部と、前記血管中を流れる血液によって反射された超音波を検出する超音波
検出部と、前記超音波検出部によって検出された信号を処理して、反射波の周波数偏移と
強度を求めて出力するドプラ信号処理部とを有する異物粒子検出装置における異物粒子判
別方法であって、前記ドプラ信号処理部の出力信号から血液の速度を求める手順と、前記
ドプラ信号処理部の出力信号から血液中の異物粒子の存在を示す異物信号を検出する手順
と、前記異物信号から異物粒子の速度を求める手順と、前記異物信号の強度を求める手順
と、前記血液の速度に対する前記異物粒子の速度の割合としての正規化速度と、前記異物
信号の強度とから前記異物粒子の種類を判別する手順と有するものである。
【００１９】
　また、上記の異物粒子検出装置における異物粒子判別方法において、前記異物粒子の種
類を判別する手順は、前記正規化速度が所定の第３基準値以上であるか否か、および、前
記異物信号の強度が所定の第４基準値以上であるか否かにより、前記異物粒子を４種類の
領域の粒子に分類するものであることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下のような効果を奏する。
【００２１】
　本発明の異物粒子検出装置および異物粒子判別方法によれば、異物信号から異物粒子の
正規化速度を求め、その正規化速度によって異物粒子の種類を判別することによって、異
物粒子が気泡と固形物粒子（微小栓子）のいずれであるかを区別して記録し、集計するこ
とが可能となる。このため、血液中の異物粒子の種類に応じた適切な医療処置を行うこと
が可能となり、より高度で適切な医療を実現することができる。
【００２２】
　異物粒子の正規化速度に加えて、異物信号の強度を異物粒子の種類判別に使用した場合
には、異物粒子の種類をよりきめ細かく分類して高精度のリスク判定等を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の異物粒子検出装置１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、異物粒子検出装置１の使用状態を示す図である。
【図３】図３は、超音波プローブ２を検査対象に貼り付けた状態を示す図である。
【図４】図４は、超音波プローブ２の構成を示す断面図である。
【図５】図５は、異物粒子検出部５の検出信号リストを示す図である。
【図６】図６は、異物信号の周波数偏移に対する検出回数の分布を示すグラフである。
【図７】図７は、異物信号の正規化速度に対する検出回数の分布を示すグラフである。
【図８】図８は、正規化速度と強度に基づいた異物信号の領域分割を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の異物粒子検出
装置１の全体構成を示すブロック図である。また、図２は、異物粒子検出装置１の使用状
態を示す図である。ここでは検査対象１２は患者の頸部であるとする。超音波プローブ２
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は、検査対象１２の内部に向けて超音波を照射し、そして、検査対象１２内部の血管内を
流れる血液によって反射された超音波を検出する。これにより、検査対象１２内部の血流
状態や血液中に存在する異物粒子の監視を行うものである。
【００２５】
　血液には血球および血小板のような超音波の散乱体が含まれており、また、血液に混入
している異物粒子も超音波の散乱体となる。血管中を移動する血液にはこのような超音波
の散乱体が含まれるので、それらの散乱体によって超音波が反射される。そして、その反
射信号にはドプラ効果による周波数偏移が生じるので、その周波数偏移を検出して散乱体
の速度を求めることができる。
【００２６】
　血液中に混入する異物粒子としては、栓子（塞栓症を引き起こす血栓と組成が同様の粒
子、石灰化物粒子、その他の固形物粒子）、気泡等がある。また、栓子の中でも粒径が微
小のものは微小栓子と呼ばれ、脳梗塞等の血栓塞栓症の発症リスクと血管中を流れる微小
栓子の検出頻度との間には強い相関関係があることが知られている。すなわち、血管中を
血液とともに流れる微小栓子を検出することは、血栓塞栓症の予防医療としても重要な意
味がある。
【００２７】
　また、人工心肺装置の使用などの血液・血管に関連する医療行為などにより、血液中に
気泡が混入することがある。血液中の気泡に関しては、直径の比較的大きなものは塞栓症
を引き起こすことがある。また、直径が微小の気泡でも大量に血液中に混入していると種
々の障害の原因となるという報告がある。このように、血液中の気泡に関しても、気泡の
大きさや検出頻度などの情報は有用である。
【００２８】
　異物粒子検出装置１によって検査対象１２内部の血流状態を監視し、血液中に存在する
異物粒子を検出することができる。超音波プローブ２は、全体が平板状であり、図２に示
すように、検査対象１２の表面に貼り付けられて使用される。超音波プローブ２の詳しい
構造については後に説明する。
【００２９】
　超音波プローブ２は、異物粒子検出装置１の本体にケーブルを介して接続される。そし
て、超音波プローブ２は、検査対象１２の表面に接着剤や粘着剤により貼り付けられて使
用される。送信信号作成部９は、超音波プローブ２から照射する超音波に相当する電気的
な送信信号を作成して送受信回路３に出力する。
【００３０】
　送信信号の周波数は１ＭＨｚ～２０ＭＨｚの領域内であることが好ましく、例えば、２
ＭＨｚ程度とすることができる。送信信号は連続波でもよいし、不連続波（バースト波）
としてもよい。送受信回路３は、送信信号作成部９からの送信信号により超音波プローブ
２内の超音波振動子２２（図４参照）を駆動して、超音波を検査対象１２に照射する。し
たがって、超音波プローブ２から照射される超音波も、送信信号の形態に応じて連続波ま
たは不連続波となる。
【００３１】
　また、超音波振動子２２は圧電素子を使用するものであり、圧電センサーとしても使用
することができる。したがって、検査対象１２の内部構造や血流によって反射された超音
波を超音波振動子２２によって検出することができる。超音波振動子２２は超音波と電圧
の変換効率の高い周波数領域（高感度領域）を使用することが好ましい。すなわち、照射
する超音波の周波数がこの高感度領域に含まれていることが望ましい。
【００３２】
　なお、ここでは超音波プローブ２内の超音波振動子２２が、超音波を照射する超音波照
射部の機能と反射超音波を検出する超音波受信部の機能の両機能を有するものとしたが、
このような構成に限定されることはなく、超音波照射部と超音波受信部とを別の素子によ
って実装するようにしても良い。この場合、超音波プローブのコストは上昇するが、照射
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超音波の受信部への漏洩を減少させ、受信部の不感時間を減少させて血流測定が可能な領
域範囲を拡大することができる。
【００３３】
　送受信回路３は、超音波振動子２２によって検出した超音波の反射波信号を増幅してド
プラ信号処理部４に出力する。すなわち、送受信回路３は超音波振動子２２を駆動して超
音波を照射する送信回路としても、また、反射超音波の信号を受信して増幅する受信回路
としても動作する。
【００３４】
　なお、送受信回路３による超音波振動子２２の駆動は、前述のように、連続的な超音波
としてもよいし、不連続な超音波（バースト波）としてもよい。照射する超音波がバース
ト波の場合は、送信信号の休止時間中に反射波を受信することができ、送信信号と受信信
号の分離を効率的に行うことができる。この場合、送受信回路３の送信動作と受信動作の
切り換え等は装置制御部８からの制御信号によって行われる。
【００３５】
　ドプラ信号処理部４は、送受信回路３からの反射波信号から反射波の周波数偏移（ドプ
ラシフト）と強度を求め、これらの情報をドプラ信号として異物粒子検出部５および出力
制御部６に出力する。反射波の周波数偏移を示すドプラ信号は、照射波の駆動信号を参照
信号として反射波信号の検波を行うことによって得られる。この反射波信号の検波として
は、参照信号として位相が互いに９０度異なる２種類の参照信号を用いる直交検波の処理
が好ましい。
【００３６】
　異物粒子検出部５は、ドプラ信号から血流の速度を求めるとともに、血液中の異物粒子
の存在を示す異物信号を検出する。さらに、異物粒子検出部５は異物信号を解析し異物粒
子の種類を判別する。そして、異物粒子検出部５は異物粒子の通過情報を種類の判別情報
とともに出力制御部６に出力する。異物粒子検出部５が異物粒子の種類を判別する手順は
後に詳しく説明する。
【００３７】
　出力制御部６は、ドプラ信号処理部４からのドプラ信号をドプラシフトの時間軸上の変
化として表示部１０に表示することができ、ドプラ信号の強度を表示色に変換して表示す
ることができる。また、出力制御部６は、ドプラ信号を可聴域の音声信号に変換し、音声
出力部１１から音声信号として出力することができる。さらに、出力制御部６は、異物粒
子検出部５からの異物粒子に関する情報により、異物粒子を種類毎に分類してそれぞれの
グループ毎の検出頻度を集計して、その異物粒子の集計情報を表示部１０に表示すること
ができる。
【００３８】
　出力制御部６は、ドプラ信号および異物粒子に関する情報を記録部７に時刻情報ととも
に記録する。出力制御部６は、現時点でのドプラ信号や異物粒子の集計情報だけでなく、
記録部７に記録された過去のドプラ信号や異物粒子の集計情報を表示部１０などに出力す
ることもできる。どの時点の情報を出力対象とするかは異物粒子検出装置１の操作者が適
宜選択することができる。
【００３９】
　装置制御部８は異物粒子検出装置１の全体の制御を行っている。まず、装置制御部８は
、送信信号作成部９や送受信回路３に制御信号を送り、超音波の送信周波数、送信出力、
送信波形、送信タイミング、受信タイミング等を制御している。
【００４０】
　超音波プローブ２は、全体が柔軟な平板状であり、図２に示すように検査対象１２の表
面に貼り付けられて使用される。図３は、超音波プローブ２を検査対象１２に貼り付けた
状態を示す図である。超音波プローブ２は、粘着性を有する粘着材料２４によって検査対
象１２の表面に貼り付けられている。
【００４１】



(9) JP 2017-169680 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

　この図３では、検査対象１２として患者の頸部の内部組織の断面構造を模式的に示して
いる。総頸動脈１３、椎骨動脈１４、頸静脈１５は、頸部の左右にそれぞれ存在している
。また、椎骨動脈１４は椎骨１９の近傍に位置している。椎骨１９によっても超音波は反
射されるが、椎骨１９は静止しているため、血管中を移動する血液や異物粒子とは容易に
区別できる。
【００４２】
　超音波プローブ２は深さ方向に対しても特定の深さ位置に焦点を合わせることなく、深
さ５～５０ｍｍの広範囲の領域の検査を行うものである。超音波は、図３における点線で
示す領域に照射される。この図は２つの超音波プローブ２により、左右両側の総頸動脈１
３、椎骨動脈１４の主要血管４本全てについて同時に検出を行う場合を示している。
【００４３】
　図４は、超音波プローブ２の構成を示す断面図である。超音波プローブ２は、全体形状
が平板状であり、全体が湾曲可能なように柔軟性を持たせてある。この超音波プローブ２
は生体等の不規則な曲面に対しても密着して貼り付け可能となっている。超音波プローブ
２は、使用時には粘着性を有する粘着材料２４によって検査対象１２の表面に貼り付けら
れる。
【００４４】
　超音波プローブ２の内部にはケース２１内に収納された超音波振動子２２が角度設定部
材２５の傾斜面に支持されている。検査対象１２内部の血管１３が検査対象１２の表面と
ほぼ平行に通っている場合、超音波振動子２２を検査対象１２の表面と平行にして貼り付
けると、ドップラ信号の周波数偏移が検出しにくくなってしまう。角度設定部材２５は、
超音波の照射方向が血液の移動方向と直交しないようにして、ドップラ信号の周波数偏移
を検出しやすくするものである。超音波振動子２２は傾斜角度Ａの傾斜面に支持されてお
り、検査対象１２の表面とほぼ平行に通っている血管であっても周波数偏移が容易に検出
可能である。
【００４５】
　さらに、角度設定部材２５は、超音波振動子２２の冷却手段としての機能と、超音波振
動子２２の発熱を検査対象１２に対して遮断する機能を持たせることができる。すなわち
、角度設定部材２５の検査対象１２への貼り付け面近傍の素材を断熱性の材料として、検
査対象１２への熱伝導を遮断することができる。また、超音波振動子２２を貼り付ける傾
斜面の近傍は熱伝導の良好な材料として、超音波振動子２２を冷却することができる。
【００４６】
　さらに、超音波振動子２２を収納するケース２１の内部には冷却媒体２３が封入されて
いる。この冷却媒体２３によって、超音波振動子２２において発生した熱を効率よく外部
に排出し、超音波振動子２２を冷却するようになっている。冷却媒体２３は超音波振動お
よび熱を伝え、かつ熱容量をもつ物体で構成される。これらの構成により、超音波振動子
２２の発熱による生体への影響は大幅に軽減される。
【００４７】
　次に、異物粒子検出装置１の異物粒子検出部５が異物粒子の種類を判別する方法につい
て説明する。異物粒子検出部５にはドプラ信号処理部４からのドプラ信号が常時入力され
ている。このドプラ信号には血流中の散乱体からの反射波の周波数偏移と強度の情報が含
まれている。異物粒子検出部５は、このドプラ信号に対して所定の短時間周期で周波数解
析を繰り返す。この周波数解析は高速フーリエ変換（ＦＦＴ）等の処理によって行われ、
ドプラ信号の周波数スペクトルが求められる。
【００４８】
　異物粒子を含まない通常の血流によるドプラ信号の周波数スペクトルによって、血液の
速度が求められる。なお、ここでの血液の速度とは、正確には、血液中の血球等の超音波
散乱体の速度のことである。なお、実際には超音波の反射波のほとんどが赤血球からのも
のであると考えられている。また、血液の速度は心臓の拍動によりほぼ周期的に変化する
が、異物粒子検出部５は短時間周期で周波数解析を連続的に繰り返しているので、その時
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点での血液の速度の瞬時値をほぼ連続的に求めることができる。
【００４９】
　なお、血管内の血流速度は血管内の位置に応じて多少異なっている。血管の中心位置の
近傍では速度が最も大きく、血管の管壁近傍では速度が小さくなっている。ここでは、血
流の周波数偏移の最大値に対応する速度を血流速度として求める。この速度は血管中央部
の血流に対応する速度であると考えられる。
【００５０】
　異物粒子を検出するために、異物粒子検出部５は、ドプラ信号からＨＩＴＳ（High Int
ensity Transient Signal：高強度過渡信号）と呼ばれる種類の信号を検出する。このＨ
ＩＴＳは、血流による通常の反射信号に比べて強度が大きく、持続時間が短い（３０～３
００ミリ秒程度）ことによって特徴付けられている。このＨＩＴＳは血液とともに流れる
異物粒子によって発生することが多いが、全てのＨＩＴＳが異物粒子によるものとは限ら
ない。
【００５１】
　ＨＩＴＳは異物粒子の検出信号（以下、異物信号という）の候補となるものであるが、
全てのＨＩＴＳが異物信号であるとは限らない。異物信号を得るために、ＨＩＴＳから以
下のものが取り除かれる。まず、ＨＩＴＳにおける周波数スペクトルが血流の周波数スペ
クトルの範囲外となっているものがノイズとして取り除かれる。次に、ＨＩＴＳの持続時
間が所定の上限値を超えたものがノイズとして取り除かれる。そして、続けて検出される
複数のＨＩＴＳの周波数スペクトルが互いに所定値以上異なっている場合はそれらのＨＩ
ＴＳは信号処理エラー（アーチファクト）として取り除かれる。
【００５２】
　検出された全ＨＩＴＳから上記のような異物粒子以外の発生原因によるものを取り除き
、その後に残った信号が異物粒子の存在を示す異物信号となる。次に、異物粒子検出部５
は、この異物信号に基づいて異物粒子の種類を判別する。
【００５３】
　血液中に混入する異物粒子は、微小栓子のような固形物粒子と気泡に大別される。気泡
は、表面での超音波の反射率が大きく、直径１μｍ程度の微小気泡でも検出可能である。
なお、異物粒子表面による超音波の反射率は血液の液体部分と異物粒子の音響インピーダ
ンスの比によって決定される。固形物粒子としては、脱水症の際に起きる赤血球の凝集体
や、血小板とコレステロールおよび白血球等が結合した血栓のかけら等があるが、何れも
超音波の反射率が小さく、直径２０μｍ程度以上の粒子が検出可能である。
【００５４】
　なお、異物粒子の混入していない正常な血液からの超音波反射波のほとんどが赤血球か
らのものであると考えられている。赤血球は直径７～８μｍ、厚さ２μｍほどの円盤状で
ある。赤血球表面による超音波の反射率は上記の固形物粒子と同程度である。固形物の異
物粒子で直径２０μｍより小さいものは、赤血球による反射波と区別が付きにくくなり、
検出が困難である。
【００５５】
　直径２０μｍ程度のサイズの固形物粒子は末梢血管の血液の流れを阻害する恐れがある
が、数の少ないうちは側副血行路等からの循環により神経細胞の致命的ダメージは避けら
れていると考えられている。また、それらの物質に対する血液の溶解包容力の大きい状態
も来る可能性があり、そのような瞬間に運動等により血圧を上げてやると末梢での詰まっ
た物質が溶け流れ去るので循環が回復する場合も多いと考えられる。
【００５６】
　しかし、微小栓子が中枢血管系から大量に流れ出ると側副血行循環まで妨げられる可能
性が高くなり、そのような場合に微小梗塞（ラクナ梗塞）が各所で発症することが考えら
れ、その部分はほぼ快復不可能と考えられている。このような場合、微小栓子の検出数が
重要な情報となる。
【００５７】
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　また、脳梗塞等の血栓塞栓症の発症リスクと血管中を流れる微小栓子の検出頻度との間
には強い相関関係があることが知られている。この場合も、微小栓子の検出頻度が血栓塞
栓症を予防する上での重要な情報となる。
【００５８】
　一方、微小気泡の方はそれ自体が血管に詰まることは考えられていないが、例えば手術
で血管に大気が注入される可能性がある状況で、経頭蓋超音波ドプラ装置により中大脳動
脈で３０分間検査して８千個以上検出されると、術後に障害を残すリスクが上昇すると言
われており、固形物粒子とは桁違いに大きな数であるが、大量に検出された場合に重要な
リスク情報となると考えられる。
【００５９】
　固形物粒子も気泡も共に検出情報が重要な情報になる考えられるが、どちらが検出され
たのかにより処置内容も異なるので、それらの区別もまた重要である。それらの異物粒子
の相違点は、その比重が大きく異なる点である。主幹動脈においては心臓の拍動に従った
血流速の変化があり、その中を流れる異物粒子もその流れに従って変化する力を受けて速
度の変動が生じる。その際、気泡のように比重の小さな粒子は、血流から受ける力に従い
流体とほぼ同じ速度変化を生じる。一方、固形物粒子は流体から受ける力に対し、慣性質
量が大きいため速度変化が血流よりも緩慢となる。
【００６０】
　また、心臓の収縮期に相当する時間帯では血流の速度は増加して異物粒子に加わる力も
大きくなるが、心臓の拡張期に相当する時間帯では血流の速度は減少して異物粒子に加わ
る力も小さくなる。以上の結果として、比重の大きな固形物粒子の移動速度は血流の速度
に比べて小さくなり、比重の小さな気泡の移動速度は血流の速度とほぼ同程度となる。
【００６１】
　以上の相違点を利用して異物粒子の種類を判別するために、異物粒子の速度を血流速度
で規格化した正規化速度を求める。前述のように、血流速度（血液の速度）は常時求めら
れているので、その血流速度をＶｂとする。また、異物信号の周波数スペクトルから異物
粒子の速度Ｖｐを求めることができる。それらから異物粒子の正規化速度Ｎｖを次式によ
って求める。
　　Ｎｖ＝Ｖｐ／Ｖｂ
【００６２】
　なお、血流速度は心臓の拍動によって変化しているが、上式における血流速度Ｖｂは異
物信号が検出された時点でのものとする。この正規化速度Ｎｖによって異物粒子の種類を
判別することができる。例えば、正規化速度Ｎｖが第１基準値以上の異物粒子を気泡と判
別し、正規化速度Ｎｖが第２基準値未満の異物粒子を固形物粒子（微小栓子）と判別する
。
【００６３】
　ここで、第１基準値は例えば０．４とし、第２基準値は例えば０．６とする。この場合
、第１基準値と第２基準値の間に種類の判別が重複する領域が存在するが、これは種類の
判別には多少の曖昧さが残されているためである。例えば、異物信号が正規化速度０．４
～０．８の領域で１群の測定値を形成している場合、これらは全体が気泡であると判別す
ることが自然である。逆に、異物信号が正規化速度０．２～０．６の領域で１群の測定値
を形成している場合には、これらは全体が固形物粒子（微小栓子）であると判別すること
が自然である。
【００６４】
　なお、異物信号の全体の検出個数を異物粒子のそれぞれの種類に振り分けるような場合
は、第１基準値と第２基準値を等しくすることができる。例えば、第１基準値と第２基準
値をともに０．５として、正規化速度が０．５以上の異物粒子を気泡とし、正規化速度が
０．５未満の異物粒子を微小栓子とする。この場合は、気泡と微小栓子の個数の合計値は
異物粒子全体の数と一致する。
【００６５】
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　図５は、異物粒子検出装置１の異物粒子検出部５における検出信号のリストを示す図で
ある。異物粒子検出部５は、ドプラ信号からＨＩＴＳを検出し、そのＨＩＴＳが異物信号
であるか否かを判定する。異物信号である場合は、異物粒子の種類を上述のようにして判
別する。その判別結果を図５に示すように、検出信号の発生時刻とともに出力制御部６に
出力する。出力制御部６は、その判別結果を記録部７に順次記録する。
【００６６】
　なお、検出信号リストのコメント欄には粒子の移動方向の情報が異物粒子検出部５によ
って付加されている。「接近方向」は異物粒子が超音波プローブ２に接近する方向に移動
していることを示し、「離反方向」は異物粒子が超音波プローブ２から離反する方向に移
動していることを示す。この移動方向の情報はドプラ信号の周波数偏移がプラス側、マイ
ナス側のいずれであるかを示している。
【００６７】
　ここで、実際の異物信号の検出結果に対して、異物信号の周波数偏移に対する検出回数
の分布とした場合と、異物信号の正規化速度に対する検出回数の分布とした場合とを比較
してみる。図６は、異物信号の周波数偏移に対して検出回数がどのように分布しているか
を示すグラフである。図６のグラフの横軸は異物信号の周波数偏移［Ｈｚ］を示しており
、縦軸は異物信号の検出回数を示している。
【００６８】
　図７は、異物信号の正規化速度を前述のようにして求め、その正規化速度に対して検出
回数がどのように分布しているかを示すグラフである。図７のグラフの横軸は異物信号か
ら求めた正規化速度を百分率で示しており、縦軸は異物信号の検出回数を示している。図
６および図７の分布は、同一の異物信号の集合に対して求められたものである。
【００６９】
　図６のグラフでは、異物信号の分布が広い範囲に分散してしまっており、特にまとまり
のあるグループなどは認識できない。図７のグラフでは、正規化速度が０．６～０．９（
６０～９０％）の範囲に異物信号が高頻度のグループが認められる。このグループは正規
化速度の値から気泡に対応する信号であると判断できる。このように正規化速度の観点を
導入することで異物粒子の判別が可能となる。
【００７０】
　以上のように、異物信号から異物粒子の正規化速度を求め、その正規化速度によって異
物粒子の種類を判別することによって、異物粒子が気泡と固形物粒子（微小栓子）のいず
れであるかを区別して記録し、集計することが可能となる。このため、血液中の異物粒子
の種類に応じた適切な医療処置を行うことが可能となり、より高度で適切な医療を実現す
ることができる。
【００７１】
　次に、異物粒子の種類の判別手順および判別方法の第２の実施形態について説明する。
この第２の実施形態は、異物粒子検出部５による異物粒子の種類判別のための情報として
、超音波反射波の強度を付け加えたものである。異物粒子による超音波反射波の強度は、
異物粒子の大きさと異物粒子表面による超音波の反射率に依存する。そして、異物粒子表
面の超音波反射率は血液の液体部分と異物粒子の音響インピーダンスの比によって決定さ
れる。そこで、超音波反射波の強度を考慮することによって、異物粒子表面の反射率およ
び異物粒子の大きさに関連する情報が得られる。
【００７２】
　超音波反射波の強度の情報は、ドプラ信号処理部４の出力であるドプラ信号にも保存さ
れている。すなわち、ドプラ信号の強度を求めることで超音波反射波の強度の情報が得ら
れることになる。異物粒子検出部５が、前述のようにして、ドプラ信号から異物信号を求
め、異物信号から正規化速度を求めることは最初の実施形態と同様である。この第２の実
施形態では、それに加えて、異物粒子検出部５が異物信号の強度を求める。異物信号の強
度が異物粒子による超音波反射波の強度を示している。
【００７３】
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　正規化速度に関しては、異物粒子の種類を判別するための第３基準値Ｓｖを設定し、異
物信号の強度に関しては、異物粒子の種類を判別するための第４基準値Ｓｉを設定する。
図８は正規化速度と強度に基づいた異物信号の領域分割を示す図である。図８に示すよう
に、正規化速度と強度をパラメータとして異物信号の位置を表示した場合、異物信号の領
域は第３基準値および第４基準値に基づいて、４つの領域に分けられる。
【００７４】
　Ａ領域は、異物信号の正規化速度が第３基準値Ｓｖ以上であり、強度が第４基準値Ｓｉ
以上である領域を示している。Ｂ領域は、異物信号の正規化速度が第３基準値Ｓｖ以上で
あり、強度が第４基準値Ｓｉ未満である領域を示している。Ｃ領域は、異物信号の正規化
速度が第３基準値Ｓｖ未満であり、強度が第４基準値Ｓｉ以上である領域を示している。
Ｄ領域は、異物信号の正規化速度が第３基準値Ｓｖ未満であり、強度が第４基準値Ｓｉ未
満である領域を示している。
【００７５】
　この場合、異物粒子をＡ～Ｄ領域のそれぞれに分類し、異物粒子を４種類に分けて判別
し管理することができる。Ａ領域の異物粒子は、正規化速度も信号強度もともに大きいた
め気泡である可能性が大きい。Ｂ領域の異物粒子は、正規化速度は大きいが信号強度は小
さく、直径の非常に小さな気泡であるか、または石灰化物の粒子である可能性が大きい。
Ｃ領域の異物粒子は、正規化速度が小さく信号強度は大きいので、らせん状に流れている
等の原因により速度が遅く検出されている気泡であるか、または直径の大きな固形物粒子
である可能性が大きい。Ｄ領域の異物粒子は、正規化速度も信号強度もともに小さいため
微小栓子等の固形物粒子である可能性が大きい。
【００７６】
　この第２の実施形態では、異物粒子を上記のような４種類に判別して管理することがで
きるため、異物粒子の種類をよりきめ細かく分類して高精度のリスク判定等を行うことが
できる。
【００７７】
　以上に説明したような、本発明の異物粒子検出装置および異物粒子判別方法によれば、
異物信号から異物粒子の正規化速度を求め、その正規化速度によって異物粒子の種類を判
別することによって、異物粒子が気泡と固形物粒子（微小栓子）のいずれであるかを区別
して記録し、集計することが可能となる。このため、血液中の異物粒子の種類に応じた適
切な医療処置を行うことが可能となり、より高度で適切な医療を実現することができる。
また、異物粒子の正規化速度に加えて、異物信号の強度を異物粒子の種類判別に使用した
場合には、異物粒子の種類をよりきめ細かく分類して高精度のリスク判定等を行うことが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明により、異物信号から異物粒子の正規化速度を求め、その正規化速度によって異
物粒子の種類を判別することによって、異物粒子の種類を判別する機能を有する異物粒子
検出装置を提供できる。
【符号の説明】
【００７９】
　１　異物粒子検出装置
　２　超音波プローブ
　３　送受信回路
　４　ドプラ信号処理部
　５　異物粒子検出部
　６　出力制御部
　７　記録部
　８　装置制御部
　９　送信信号作成部
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　１０　表示部
　１１　音声出力部
　１２　検査対象
　１３　総頸動脈
　１４　椎骨動脈
　１５　頸静脈
　１９　椎骨
　２１　ケース
　２２　超音波振動子
　２３　冷却媒体
　２４　粘着材料
　２５　角度設定部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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摘要(译)

本发明的课题在于，提供一种异物检测装置，其利用超声波来检测在血
管内流动的血液中的微小栓塞，气泡等异物粒子，从而判别异物的种
类。与超声波照射单元2的容器用于照射超声波，用于检测由在血液在血
管中流动的散射体反射的超声波的超声波接收机2中，由超声波接收器检
测信号处理，其取得并输出该反射波的频率偏移和强度，多普勒信号处
理部的输出信号的多普勒信号处理部分4并且外来颗粒检测单元5用于从
信号中检测血液中的外来颗粒。外来颗粒检测器包括检测装置，用于从
所述多普勒信号处理部，指示外来颗粒从多普勒信号处理部的输出信
号，所述异物信号血液中存在的异物的信号的输出信号确定的血液速度
的过程中的步骤用于从归一化速率确定的外来颗粒，异物颗粒的速度作
为杂质粒子的速度的对血液的速率的百分比的过程
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